
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 





  

 

第 ２ 次 提 言 事 項 

 

１ 地域経済を守る取組について 



- 1 - 

 

１ 地域経済を守る取組について 

(1) 売上減収事業者を対象とした支援金や給付金は売上が３割以上減 

少しなければ受給できないものが多いが、売上減が３割未満で支援 

金等の受給要件を満たさない事業者であってもコロナ禍の長期化で 

苦しい経営を余儀なくされる場合が増えていることから、こうした 

事業者への市独自の支援金制度について、今後の社会経済動向や必 

要な財源を考慮しつつ実施すること。 

 (2) 飲食店の利用を控える動きが強まり影響が様々な事業者へ連鎖す 

る現状を打開するため、多くの市内事業者が岩手県の飲食店新型コ 

ロナ感染対策認証制度による認証を取得できるよう市としても支援 

するとともに、認証店が感染症対策を徹底し県から認証を得ている 

ことを市民にＰＲし、感染予防マナーを守った適切な飲食店利用を 

市としても推奨すること。 

 


